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令和７年第１２回立川市農業委員会総会日程 

 

日時  令和７年１２月２５日（木）午後３時 

会場  ２０８・２０９会議室 

 

１ 開会 

２ 議事録署名委員の指名 

３  報告事項 

 （１）事務報告 

（２）農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

（３）農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

４  議事  

  議案第１号  都市農地貸借円滑化法の規定による事業計画の審 

         査・決定について 

  議案第２号  引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

  議案第３号  生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証 

         明願について 

  議案第４号  立川市農地利用最適化推進委員の委嘱手続に関す 

         る要綱の改正について 

５  その他  

 （１）その他 

６  閉会  
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令和７年第１２回立川市農業委員会総会 

                令和７年１２月２５日（木） 

                立川市役所２０８・２０９会議室 

 

 

議  席   氏      名  議  席   氏      名  

 １番  鈴  木    豊  君  １０番  鴻  地  文  武  君  

 ２番  嶋  田  貞  芳  君  １１番  岩  崎  紗矢佳  君  

 ３番  髙  杉  晋  一  君  １２番  髙  橋  浩  久  君  

 ４番  内  野  智  行  君  １３番  宮  岡  広  行  君  

 ５番  橋  本  良  子  君  １４番  田  中  佐  一  君  

 ６番  浅  見  惠  子  君  １５番  清  水  茂  男  君  

 ７番  宿  谷    豊  君  １６番  川  野    進  君  

 ８番  横  幕  玲  子  君  １７番  岡  部  良  己  君  

 ９番  森  谷  一  郎  君    

 

 

事務局職員 

   局長  八  谷  俊太郎  君  

   係長  熊  谷    寛  君  
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午後２時５６分 開会  

議長   皆さん、改めましてこんにちは。 

 本日は、本当に暮れのお忙しい中、御出席をいただきまして

大変ありがとうございました。また、今年１年間、農業委員の

活動に対しまして本当に皆さんに御協力いただきまして、農業

委員会としましても大きな問題もなく、何とか１年間済むこと

ができたと思います。本当にありがとうございました。 

 私、ＪＡ中央会のところの講演とか、そういった講演で話を

聞いてきたことを１点だけお話ししたいと思います。もう恐ら

く皆さんも知っているかと思うんですけれども、収用農地、要

は猶予を受けた農地を、収用で道がかかった場合、利子税が免

除になっているんですね。今現在。それが来年の３月３１日で

一応期限が切れるということなんです。恐らく、まず間違いな

いんですけれども、また延期というか、延長されるという話で

ございます。延長って、では、どのぐらいということで、大体

５年らしいですね。だけれども、本来でしたら私もここで今度、

来月、地区別検討会もあるので、延長じゃなく恒久的にしても

らいたいといった要望も出したほうがいいんじゃないかなと思

っているんですね。大体延長といったら５年なので、また５年。

また５年後、またお願いしなくちゃいけないということになっ

てきますので、これも今後の検討材料になるんじゃないかと思

うんですね。ほかの市でも収用がかかる農地というのは結構あ

るんですよね。東京都でも区でもあるので、ぜひそういうもの

も要望を出していきたいなと思っております。 

 今日は何といっても、いろんな議題が非常に多い予定でござ

いますので、どうか皆さんの御協力をいただいてスムーズに進

めていきたいと思います。今日もしどうしても決められないよ

うなことは、次回に持ち越せることは次回に持ち越していきた

いと思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、ただいまより令和７年第１２回立川市農業委員会

総会を開催いたします。 



-  4  -  

 立川市農業委員会規則第６条の規定を満たす数の委員に御出

席をいただいておりますので、本総会は成立をしております。 

 本日総会に付議すべき項目は別紙のとおりでございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、座らせていただきます。 

 

議長   初めに議事録署名委員の指名です。今回は１３番の宮岡委員、

１４番の田中委員にお願いをしたいと思います。 

 それでは、（１）事務報告、（２）農地法第４条第１項第７

号の規定による届出が７件、（３）農地法第５条第１項第６号

の規定による届出が８件、一括して事務局より報告をお願いい

たします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 報 告 事 項 の ほ う 、 順 次 御 報 告 さ せ て い た

だきます。 

 着座にて失礼いたします。 

 それでは初めに、報告事項（１）事務報告を行います。 

 １２月４日（木）、令和７年度第３回農地パトロールを土地

利用部会と事務局で行いました。 

 １２月１２日（金）、農地流動化現地研究会が都内圃場で行

われ、清水農地利用最適化推進委員と髙杉委員、事務局が出席

をいたしました。 

 １２月１５日（月）、北多摩地区農業委員会連合会地区別職

員検討会が開催され、事務局が出席をいたしました。 

 １２月１７日（水）、東京都農業会議常設審議委員会が開催

され、会長が出席いたしました。 

 委員会といたしましては、１２月１５日（月）、１２月の総

会に向けた現地調査を、２５日（木）午後３時より第１２回総

会、終了後、全員協議会を開催いたします。 

 明日以降でございます。 

 １月６日（火）、北多摩地区農業委員会連合会理事会が開催

され、会長と事務局が出席を予定しております。 
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 １月１４日（水）、東京都指導農業士認定式が開催され、事

務局が出席を予定しております。 

 １月１６日（金）、東京都農業会議常設審議委員会が開催さ

れ、会長が出席される予定です。 

 １月２６日（月）、冬季の北多摩地区農業委員会連合会地区

別検討会が開催され、会長、職務代理、事務局が出席を予定し

ております。 

 委員会といたしましては、１月１６日（金）、１月の総会に

向けた現地調査を、２７日（火）午後３時より第１回総会、終

了後、全員協議会を開催いたします。なお、次回の開催場所に

つきましては１０１会議室を予定しております。 

 報告事項（１）事務報告は以上となります。 

 続きまして、農地法に基づく届出に関する報告でございます。 

 報告事項（２）農地法第４条第１項第７号の規定による届出

７件について御報告をいたします。 

 申請人の氏名、住所につきましては記載のとおりでございま

す。 

 １件目、農地の所在は若葉町２丁目の３筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は２３５㎡。転用目的は住宅用地でござ

います。 

 ２件目、農地の所在は富士見町３丁目の４筆。地目は登記簿

上が畑、現況は宅地。面積は２８７㎡。転用目的は住宅用地で

ございます。 

 ３件目、農地の所在は上砂町２丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は８８６㎡。転用目的は事業用地でござ

います。 

 ４件目、農地の所在は羽衣町３丁目の１筆の一部。地目は登

記簿上が畑、現況も畑。面積は６５５．８１㎡。転用目的は住

宅用地でございます。こちらにつきましては、後ほど農地法第

５条の届出の際にも出てまいります。追加説明をさせていただ

きます。 
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 続きまして、５件目、農地の所在は西砂町４丁目の１筆。地

目は登記簿上が畑、現況は宅地。面積は３９㎡。転用目的は住

宅用地でございます。 

 続いて６件目、農地の所在は西砂町４丁目の７筆。地目は登

記簿上が畑、現況は宅地。面積は２５６．２２㎡。転用目的は

住宅用地でございます。 

 ７件目、農地の所在は砂川町５丁目の１筆。地目は登記簿上

が山林、現況は畑。面積は３５９㎡。転用目的は住宅用地でご

ざいます。 

 おのおの周辺略図を御覧いただければと思います。 

 続きまして、報告事項（３）農地法第５条第１項第６号の規

定による届出８件について御報告をいたします。 

 申請人の氏名、住所につきましては記載のとおりでございま

す。 

 まず１件目、農地の所在は若葉町２丁目の４筆。地目は登記

簿上が畑、現況は畑、雑種地及び道路。面積は４９４．２９㎡。

転用目的は住宅用地でございます。 

 ２件目、農地の所在は砂川町４丁目の２筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は２５９㎡。転用目的は住宅用地でござ

います。 

 続いて３件目、農地の所在は西砂町４丁目の６筆。地目は登

記簿上が畑、現況は宅地。面積は７３９．８㎡。転用目的は住

宅用地でございます。 

 ４件目、農地の所在は西砂町６丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況は宅地。面積は１５５㎡。転用目的は住宅用地でご

ざいます。 

 ５件目、農地の所在は西砂町６丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況は宅地。面積は６６㎡。転用目的は住宅用地でござ

います。 

 ６件目、農地の所在は羽衣町３丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は２２２㎡。転用目的は住宅用地でござ
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います。 

 ７件目、農地の所在は羽衣町３丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況は宅地。面積は１，２６０㎡。転用目的は住宅用地

でございます。 

 最後に８件目、農地の所在は羽衣町３丁目の５筆。地目は登

記簿上が畑、現況も畑。面積は２，１５９㎡。転用目的は住宅

用地でございます。 

 おのおの周辺略図を御参照ください。 

 なお、７件目の羽衣町３丁目の部分につきまして補足説明を

いたします。こちらにつきましては、先ほど農地法第４条の４

件目にて筆の一部を転用したものと同一の筆となります。こち

らは全体で１，２６０㎡ですが、過去に２度、一部転用されて

おりまして、先月も転用がありまして、合計３度、一部転用が

されている農地となっております。本来であれば、この農地法

第５条による転用届のみで転用することが可能ではありました

けれども、法務局に質問をしたところ、登記官の個人の見解と

はなりますが、一部転用の状況が複数回にわたり繰り返された

ことや、農地法第５条の６件目の筆と分筆した際に、縄縮みに

より面積が変わったことから、現況は地目ごとの面積を申請時

に求める可能性もあるといった意見がありました。申請者は現

況地目の面積が分からないということはありますので、一度農

地法第４条の届出を挟み、筆全体をまる筆としまして現況宅地

として手続を進めたものとなります。 

 なお、農地法第４条の際の面積につきましては、これまでの

４条で転用届が出され、畑として残っていた面積となりまして、

課税部局で畑としていた面積と同一となります。また、これま

で一部転用届の際に分筆や地目変更を行うように、担当がずっ

とお願いしてきたことも併せてお伝えいたします。 

 報告は以上となります。 

議長   ありがとうございます。 

 ただいま報告がありました件について、何か御質問があった
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らお願いをいたします。ありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い と 認 め 、 報 告 事 項 は こ れ で 終 了 を い

たします。 

 次に、議案第１号、都市農地貸借円滑化法の規定による事業

計画の審査・決定について、１件を議題に呈します。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

局長   議案第１号、都市農地貸借円滑化法の規定による事業計画の

審査・決定につきまして御説明をいたします。 

 現地調査を申請人立会いの下、嶋田職務代理、川野委員、森

谷委員、事務局で行いましたので、調査結果を御説明いたしま

す。 

 農地の所在、貸借人については記載のとおりでございます。 

 略図を御覧ください。略図は松中団地南交差点の南東に広が

る農地となります。 

 事業の内容といたしましては、貸付人の生産緑地に借受人が

使用貸借権を設定し、露地野菜の生産を行うというものでござ

います。 

 審査要件が３要件ございますが、審査要件①、全部効率利用

要件ですが、借受人は市内に７，５００㎡ほどの農地を所有し、

家族も含め３名で経営されております。必要な農機具について

も十分保有され、経験もございます。また、貸付人も１割以上

の従事をすることとなっております。 

 審査要件②、農作業の常時従事要件ですが、申請者の従事日

数が年間３００日となっておりますので、要件を満たしている

と考えます。 

 審査要件③、地域との調和要件ですが、農薬等の散布の際に

は隣接した畑に留意しながら防除基準に従って行うとのことで

す。また、貸付人とも日頃からコミュニケーションを取り、地

域の実情を鑑みながら営農するとのことですので、問題が生じ

ることはないものと考えます。また、本法律における要件、都
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市農地の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業につきまし

ては、都市住民が農業を体験する取組など、複数の要件のうち

１つ以上を満たす必要がございます。本計画では立川市や隣接

する地域に生産物の５割以上の販売活動を行う予定とのことで

すので、要件を満たすものと考えられます。 

 以上のことから、申請内容は都市農地貸借円滑化法第４条に

規定する事業計画として決定できないものではないと考えてご

ざいます。 

 議案第１号の説明につきましては以上となります。 

議長   ありがとうございました。 

 確認を担当された地区委員さんから補足説明をお願いしたい

と思います。 

 まず初めに、嶋田職務代理、お願いします。 

２ 番   当 日 、 申 請 者 と 立 会 い で や っ た ん で す け れ ど も 、 も と も と

が非常にきれいな農地でした。そこをこれから意欲満々の申請

者の方が借りてくれるということで、非常にいい貸借じゃない

かなと思います。貸主側のほうも若干高齢になってきて、今の

ところ農地をちょっと持て余すような状況があったので、それ

を鑑みて、同じ生産者グループの中で交流もありますし、非常

にいい貸借だったと思います。境界のほうも全て確認できてお

りますので、問題ないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、川野委員、お願いします。 

１ ６ 番  今 、 職 務 代 理 が 報 告 し て い た だ い た と お り 、 特 に 問 題 な い

と思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、森谷委員、お願いします。 

９番   補足することはありませんし、問題はないと思います。 

 以上です。 
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議長   ありがとうございました。 

 ただいま説明がありました件について、何か御質問がありま

したらお願いをいたします。ありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 御 質 問 が な い と 認 め 、 事 業 計 画 の 承 認 を 前 提 と

して申請人に意思確認を行いたいと思います。申請人を呼んで

きてください。 

   〔申請人 着席〕 

議 長   本 日 は お 忙 し い 中 、 御 出 席 い た だ き ま し て 、 あ り が と う ご

ざいます。 

 都市農地貸借円滑化法の規定による計画などの説明をお願い

したく、本日出席をお願いいたしましたので、御理解の上、御

協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、私から質問させていただきたいと思います。 

 この法律は生産緑地の貸借の制度を整備し、都市農地の有効

な活用を図ることを目的として平成３０年に施行されたもので

ございます。本法律において申請人が提出する事業計画を農業

委員会が審査、決定し、市長が認定することにより貸借が成立

する制度となっております。 

 この事業計画は、都市農地の有する機能の発揮に特に資する

耕作の事業の用に供していることが要件となっております。申

請人におきましては、立川市や隣接する地域で生産物の５割以

上の販売を行うという計画を掲げられております。 

 そこでお聞きいたします。当該事業内容の詳細について御説

明をお願いいたします。 

申請人 当該事業……。もう１回いいですか。 

議 長   事 業 内 容 の 詳 細 を 、 ち ょ っ と 教 え て い た だ き た い ん で す 。

生産物とかのね。 

申請人 分かりました。すみません。よろしくお願いします。 

 主に１年間、野菜のほうを生産しております。品目は多くな

いんですけれども、年間を通して１０種類ぐらい栽培をしてお
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ります。ほぼほぼ露地で、露地野菜をメインに。そして、ベジ

テックのほうに出荷をしております。 

議長   作物はどんな作物を生産される予定でしょうか。 

申 請 人  作 物 は 主 に ホ ウ レ ン ソ ウ だ っ た り ブ ロ ッ コ リ ー だ っ た り 、

葉菜類ですね。 

議長   ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、当事業計画の認定につきましては、

貸付人の責務についても掲げなくてはならないんですね。具体

的に、借受人の年間従事日数の１割程度を貸付人が従事する必

要があります。これは、将来相続税が発生した際に、主たる従

事者の証明の発行を担保するため、貸付人の一定程度の関与を

あらかじめ計画しておくものです。 

 そこでお聞きします。貸付人の従事作業等、関与の仕方をお

聞かせいただきたいと思います。 

申 請 人  主 に 貸 付 人 の 方 に は 畑 の 見 回 り だ っ た り 、 草 が 生 え て い な

かったりとか、荒れていなかったりとか、そういった面と、あ

とは、あそこは結構、６反以上あるので、時にはトラクターが

けだったりしてもらう予定ではおります。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆さんで御質問等がありましたら、お願い

したいと思います。 

 田中委員、お願いします。 

１ ４ 番  販 売 の 関 係 な ん で す け れ ど も 、 こ こ に 「 生 産 し た 農 作 物 等

の概ね５割以上を申請地のある立川市や隣接している昭島市等

で」となっておりますが、どこで販売をされているんですかね。 

申 請 人  主 に ベ ジ テ ッ ク と さ っ き お 答 え さ せ て い た だ き ま し た け れ

ども、あと、ほかにヤオコー等も含まれております。ベジテッ

クのほうから近隣の市のイトーヨーカドーのほうの５店舗に、

私の野菜は回っております。 

議長   ありがとうございました。 

 そのほか御質問があったらお願いいたします。よろしいでし
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ょうか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 皆 さ ん か ら も 御 質 問 が な い と い う こ と で ご ざ い

ます。 

 今日はお忙しい中、お越しいただきましてありがとうござい

ます。まだまだお若いですから、ぜひ頑張ってやっていただき

たいと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 本日はこれで終了したいと思います。本日はありがとうござ

いました。 

   〔申請人 退席〕 

議 長   そ れ で は 、 議 案 第 １ 号 、 都 市 農 地 貸 借 円 滑 化 法 の 規 定 に よ

る事業計画の審査・決定について、要件を満たしているとして

決定することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 決 定 す る こ と に

いたします。 

 次に、議案第２号、引き続き農業経営を行っている旨の証明

について議題に呈します。 

 本日は委員の世帯に関する議案が２件でございます。そちら

を先に進めさせていただきます。 

 まず、議案第２号の１について事務局より説明をお願いしま

す。この議案は委員の世帯に関する事項についてのことが含ま

れておりますので、農業委員会会議規則第１０条の規定により、

議事に参与することはできません。当該の委員はここで一旦退

席をお願いいたします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 議 案 第 ２ 号 、 引 き 続 き 農 業 経 営 を 行 っ て

いる旨の証明につきまして御説明いたします。 

 農地相続人の住所、氏名につきましては記載のとおりとなり

ます。 

 議案第２号の１は栄町３丁目の２筆となります。略図１を御
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覧ください。略図１は東立川駐屯地の北に広がる農地で、ハウ

スではキュウリを、露地ではタマネギを生産されておりました。

肥培管理は良好で、境界も確認できております。 

 この畑の北西側は周囲から低くなっておりまして、西側の住

宅部分のブロック塀の基礎が非常に浅く、畑を境界付近まで耕

作すると倒れる可能性が高いため、境界から一、二ｍあたりの

畑内に土留めの板を設置され、土を盛られておりました。また、

南西の住宅地から２本の木が二、三メートルほど大きく越境し

ており、耕作できない状況の場所がございました。こちらにつ

いては事務局から市の担当部局へ連絡し、所有者の確認及び管

理依頼をお願いしております。 

 議案第２号の１は以上となります。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、確認を担当された委員から補足説明をお願いしま

す。 

 なお、今回の審査は、当日、私、ちょっと風邪を引いてしま

って、内野土地利用副部会長に代わってお願いをいたしました。 

 それでは、まず初めに補足説明を宮岡委員、お願いします。 

１ ３ 番  肥 培 管 理 が よ く 、 特 に 問 題 は な い か な と い う と こ ろ で す 。

地図の左側というか、そこには東側、地形で言うと東側のとこ

ろにハウスが建っていて、中でキュウリの苗木を栽培していた

んですが、中が結構きれいで、このまま見学に使えたり、あと、

研修でどこかが来ても、見回ってもらってもいいぐらい、結構

きれいな土地だった。きれいに完備されていたので、かなりよ

かったなと思います。ただ、傾斜があるので、その辺は御自分

で工夫なさって、といを立てたりしてやっていたので、その辺

は問題ないんですが、１つ問題があるとすれば、先ほど事務局

が言われた、隣の住宅からの木が覆いかぶさってきているので、

そこの下が使えないように、何とかフキとかを植えて頑張って

いるみたいなんですが、そこはトラクターも通れないようで、

私は背は小さいほうだと思うんですけれども、それも入れない
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で、腰を曲げていかないと奥まで入れないような、木が密集し

ちゃっていて。御本人も近所なので、ちょっと問合せをしたり

するんですけれども、御在宅はしているみたいなんですけれど

も応答がないと。夜には電気がついているけれども、住宅には

いるようだというような感じなので。 

 詳しく聞いてみたところ、市役所のほかの部署から注意喚起

は流しているみたいなんですけれども、これだけはもうちょっ

と粘って、逆に言うと、我々も植木屋さんとか、私も果樹で、

今の季節、枯れ葉が落ちて舞うと苦情を言われたりすることが

あるので、逆に市民の方々も空中権というのもあると思うので。

我々の住んでいるところに。だから隣の人に迷惑かけないよう

にというところは、これは仕事にも差し障っているので、申し

訳ないですけれども、ちょっと言ってあげたほうがいいかなと

いうのが私の感想でございます。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 あと、当日、内野委員が代理で出席していただきましたけれ

ども、何かあったら補足説明をお願いします。 

４番   特に補足説明はありません。 

議長   ありませんか。 

４番   はい。  

議長   橋本委員はありますか。 

５番   ありません。 

議長   ありません。分かりました。 

 ただいま説明がありました件について御質問等があったらお

願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 今、宮岡委員から話したように、それは市役所のほうの、例

えば環境政策課とか、そういうところにお願いはしてあったん

でしょうかね。 

１ ３ 番  一 回 本 人 も 動 い た み た い な ん で す よ 。 行 っ た ら 会 え な か っ

たかどうか分からないんですけれども、ちょっと動けなかった



-  1 5  -  

というか、１回だけ過去に何か切ってもらった。１回だけ本人

が、それで分かっているので、環境政策課か何かのほうに言っ

て１回だけ切ったんですけれども、また伸びてきちゃってとい

うような感じなので、悪いけれどももう１回言ってくれないか

というのが本人の感想らしいので。もう一度、すみませんが、

市役所の方々に迷惑がかかるかもしれませんが、動いてくれま

せんかというような感じですね。 

議長   では、話はしてあるということですね。分かりました。 

 それでは、御質問、ほかにありますか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 御 質 問 等 が な い と 認 め 、 採 決 に 移 り ま す 。 議 案

第２号の１、引き続き農業経営を行っている旨の証明について、

証明することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 証 明 す る こ と に

決します。 

 続いて、議案第２号の２について事務局より説明をお願いし

ます。この議案についても委員の世帯に関する事項についての

ことが含まれておりますので、規定により議事に参与すること

はできませんので、当該の委員はここで退席をお願いします。 

 それでは、説明をお願いします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 議 案 第 ２ 号 の ２ の 説 明 に 入 ら せ て い た だ

きます。 

 柏町１丁目の１筆、２丁目の２筆の計３筆となります。略図

２を御覧ください。略図２は砂川七番の西に広がる農地で、ハ

ナミズキやシラカシ、ソヨゴなど植木の生産をされておりまし

た。南北どちらの農地も肥培管理は良好で、境界も確認できて

おります。 

 議案第２号の２の説明は以上となります。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、確認を担当された地区委員から補足説明をお願い
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します。補足説明、浅見委員、お願いします。 

６ 番   補 足 は な い ん で す が 、 肥 培 管 理 も 良 好 で 、 特 に 問 題 ご ざ い

ませんでした。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 内野委員、ありましたらお願いします。 

４ 番   こ の 申 請 者 の 畑 な ん で す け れ ど も 、 １ 番 の 方 と 一 緒 で 、 隣

の住宅から木が生えていまして、一応そちらのほうも事務局の

ほうで、ほかの課に連絡してもらうということで。ほかは特に

異常ありませんでした。 

議長   続きまして、橋本委員、ありますか。 

５番   特にありません。 

議長   一言ぐらいないですか。 

５番   いいえ、ありません。 

議長   ありがとうございました。 

 ただいまの説明の件につきまして、何か御質問があったらお

願いをいたします。ありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い と 認 め 、 採 決 に 移 り ま す 。 議 案 第 ２

号の２、引き続き農業経営を行っている旨の証明について、証

明することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 証 明 す る こ と に

決します。 

 続きまして、議案第２号、引き続き農業経営を行っている旨

の証明については、今回も非常に件数が多かったため、２班に

分かれて調査を行いました。 

 それではまず、議案第２号の３から６を事務局より説明をお

願いします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 議 案 第 ２ 号 の ３ か ら ６ の 調 査 結 果 を 御 報

告いたします。 
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 現地調査は内野委員、橋本委員、清水委員、宮岡委員、髙杉

委員、浅見委員、事務局で行いました。 

 議案第２号の３、柴崎町５丁目の１筆となります。略図３を

御覧ください。略図３は中央線の東、多摩川の北に広がる農地

で、ネギやダイコン、ホウレンソウなど野菜を生産されており

ました。自家消費が中心ですが、お店に卸すものもあると説明

がありました。畑内に倉庫と電柱があり、その部分は納税猶予

から除いております。肥培管理は良好で、境界も確認できまし

た。 

 議案第２号の４及び５は栄町３丁目の２筆となります。４番、

５番は同一世帯、同一農地となりますので、併せて説明をさせ

ていただきます。略図４及び５を御覧ください。略図４及び５

は南砂小学校の北に広がる農地で、ハクサイやホウレンソウ、

コマツナ、ダイコンなど多品種の野菜を生産されておりました。

野菜は自家消費のほか、幼稚園に提供もされているとのことで

した。畑内には倉庫及び南西側の墓地部分がありますので、こ

ちらは納税猶予から除いております。肥培管理は良好で、境界

も確認できております。 

 続きまして、議案第２号の６、幸町５丁目の１筆、柏町２丁

目の３筆、４丁目の２筆の合計６筆となります。略図６－１、

６－２を御覧ください。略図６－１の南側は砂川七番の南西、

自宅前に広がる農地となります。ネギやブロッコリー、ノラボ

ウ菜などの野菜のほか、ツツジや花苗などを生産されておりま

した。この夏は体調不良により肥培管理が芳しくない時期があ

りましたが、現在は耕うんされ、きれいな状態となっておりま

した。境界も確認できております。北側は柏町団地南に広がる

農地で、カイドウやアオダモなどの植木を生産されておりまし

た。肥培管理は良好です。北側の畑との境界はチャノキで分か

れておりましたが、当日、境界石については確認ができません

でしたので、後日委員に確認をしていただきました。続いて、

略図６－２を御覧ください。玉川上水駅の南に広がる農地で、



-  1 8  -  

ボタンやキングサリなどの植木のほか、ネギが生産されており

ました。畑内に桑の木が立っており、利用しない予定のため伐

採すると伺っております。肥培管理は良好で、境界も確認でき

ております。 

 議案第２号の３から６の説明は以上となります。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、確認を担当された地区委員から補足説明をお願い

します。 

 まず初めに３番を清水委員、お願いします。 

１ ５ 番  こ の 農 地 で す が 、 畑 の ほ う に は ネ ギ 、 あ と 、 ビ ニ ー ル の ト

ンネルでホウレンソウ等を栽培していて、肥培管理も良好で境

界石も確認できました。今まで野菜は近所の方に配っていたと

いうことなんですけれども、今後はのーかる等に出して販売し

ていきたいということを言っておりました。特に問題はありま

せん。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、４番と５番を髙杉委員、お願いします。 

３ 番   こ の 方 の 畑 は 面 積 は 少 な い ん で す け れ ど も 、 本 当 に 計 画 的

に畑が区切られていて、毎年もうぴっちり、空きがないぐらい

野菜を作られています。草も生えていないし全く問題ないと思

います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、６番、浅見委員、お願いします。 

６ 番   こ の 方 は 、 先 ほ ど も 御 説 明 が あ っ た と 思 う ん で す が 、 体 調

不良で、一時期ちょっとあまりできなかった時期があったよう

なんですが、行ったときにはとてもきれいになっておりました。

枝が大きく伸びているものがあったので、それは伐採してもら

うようにお願いしました。１か所、柏町のところなんですが、

隣との境界があまり分からなかったので、そこは後日、掘って
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確認をしまして、支柱も立てまして分かるようになりました。 

 こちらの方は畑で植木を育てて、お花屋さんで販売をしてい

るということなので、いろんなものが置いてあったんですけれ

ども、大きくなったりしているものも目立ったので、そこは伐

採してもらうように注意をさせていただきました。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 それではまず、内野委員、ありましたらお願いします。 

４番   補足説明はありません。 

議長   橋本委員。 

５番   特に補足することはありません。 

議長   ありがとうございました。 

 ただいまの説明がありました件について御質問がありました

らお願いをいたします。ありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 続 き ま し て 、 議 案 第 ２ 号 の ７ か ら １ ２ を 、 ま ず

初めに、こちらについても事務局に説明をお願いします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 続 き ま し て 、 議 案 第 ２ 号 の ７ か ら １ ２ の

６件の調査結果を御報告いたします。 

 現地調査は嶋田職務代理、田中委員、森谷委員、川野委員、

事務局で行っております。 

 議案第２号の７、こちらは砂川町５丁目の３筆となります。

略図７を御覧ください。略図７は中央南北線北詰交差点の真北

に位置する農地で、ハクサイを生産されておりました。肥培管

理は良好でしたが、キウイについてはもう少し剪定をして、枝

が広がり過ぎることのないように委員から指導がございました。

境界は確認できております。 

 続いて、議案第２号の８、砂川町５丁目の１筆となります。

略図８を御覧ください。略図８は議案第２号の７の農地の東側

に隣接した農地となります。春先の作付を予定しているとのこ

とで、現在は作付をされておりませんでした。肥培管理は良好
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で、境界の確認もできております。 

 続いて、議案第２号の９、一番町２丁目の３筆となります。

略図９の北側の農地を御覧ください。こちらは松中団地南交差

点の南東に位置する農地で、カーボロネロやコマツナを生産さ

れており、市場出荷しているとのことでした。続いて、略図９

の南側の農地ですね。こちらは、さきの農地の南側、西武拝島

線沿いに位置し、麦、ブロッコリー、カブなどを生産されてお

りました。それぞれ肥培管理は良好で、境界も確認できており

ます。 

 続きまして、議案第２号の１０、西砂町６丁目の３筆となり

ます。略図１０の、まず南側の農地を御覧いただければと思い

ます。こちらは西砂学習館の西に位置する農地で、ダイコン、

ホウレンソウ、コマツナ、サトイモなど、非常に多品種の野菜

を生産されておりました。続きまして、略図１０の北側の農地

を御覧ください。こちらは多摩信用金庫総合グラウンドの東に

位置する農地で、キャベツ、ダイコン、ブロッコリー、ニンニ

クを生産されておりました。生産した作物は、さきの農地のも

のも含めて近隣の自販機で販売しているとのことです。肥培管

理は良好で、境界も確認できております。 

 続いて、議案第２号の１１、西砂町１丁目の６筆となります。

略図１１を御覧ください。略図１１は西砂町宮沢交差点の東に

位置する農地で、主にグランドカバー類を生産されており、ブ

ドウや植木の苗木も栽培されておりました。肥培管理は良好で、

境界も確認できております。 

 最後に、議案第２号の１２、西砂町６丁目の１筆となります。

略図１２を御覧ください。略図１２は多摩信用金庫総合グラウ

ンドの西側に位置する農地で、モミジ、カツラ、マサキなどの

植木を数種類生産されておりました。肥培管理は良好で、境界

も確認できております。 

 議案第２号、７から１２の説明は以上となります。 

議長   ありがとうございました。 
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 それでは、確認を担当された地区委員さんから補足説明をお

願いいたします。 

 まず初めに、７番と８番、田中委員、お願いします。 

１ ４ 番  番 号 ７ の ほ う で す け れ ど も 、 こ の 方 は サ ラ リ ー マ ン を し な

がら農地のほうを耕作している方でありまして、ほとんどが、

面積的には多いんですが、一応自分ちのほうで食べるような野

菜を作っております。 

 その隣の８番ですけれども、この８番の方は、いつもならば

落花生等を作っているんですが、今年はネズミ等が結構食べち

ゃいまして、収穫ができなかったというようなことをお聞きし

ております。８番の方は、この畑は７番の畑を通らないと自分

ちの畑に行けないんですよね。袋地なんですね。だから、今後

この畑の方は大変だなというふうなことを思っております。特

に問題はありません。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、９番ですね。嶋田職務代理、お願いします。 

２ 番   こ の 方 の 畑 で す け れ ど も 、 非 常 に よ く 管 理 を さ れ て い ま し

て、自宅裏のほうではいろいろなものを作っていて、今、麦は

栽培しているんですけれども、何か地元のお祭りのときに使う

ために少し作っているんだというような話もしていました。境

界も確認できますし、問題ないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、１０番と１１番と１２番ですね。川野委員、お

願いします。 

１ ６ 番  ま ず 、 １ ０ 番 で す け れ ど も 、 境 界 は 確 認 さ れ て お り ま す 。

先ほど事務局のほうから説明がありましたとおり、生産したも

のは自販機、自家消費、知人等にお配りしているような形で生

産しております。 

 それから、１１番ですけれども、主にグランドカバーを作っ
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ている畑でございます。一部直売用の野菜が植えてありました。

境界も確認できましたので問題ないと思います。 

 それから、１２番ですけれども、完全な袋地になっちゃって

おりまして、畑には植木が植えてあったんですけれども、本人

も、ちょっとどうしたらいいかなというところで、袋地がどう

したらいいかなということで悩んでおりましたけれども、境界

等も確認できましたので問題ないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 職務代理、何かありましたらお願いします。 

２ 番   ど の 畑 も 肥 培 管 理 の ほ う は す ご く よ か っ た と 思 い ま す 。 そ

れと、各委員が説明の中であったように、ちょっと懸念される

のが袋地。道路づけのないような畑ですね。これが今後、相続

だとかいろいろな問題で、後継者がおられる方は、まだまだ続

けていってもらえると思うんですけれども、後継者のなかった

ときのことがちょっと懸念されるので、今後、委員会のほうと

しても、放棄地にならないように、何かいろいろなところで策

を考えていかなきゃいけないのかなというふうに感じました。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 ただいま説明がありました件について、何か質問がありまし

たらお願いします。ありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い と 認 め 、 採 決 に 移 り ま す 。 議 案 第 ２

号の３から１２まで、引き続き農業経営を行っている旨の証明

について、証明をすることに賛成の委員は挙手をお願いします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 証 明 す る こ と に

決します。 

 次に、議案第３号、生産緑地に係る農業の主たる従事者につ

いての証明願について、議題に呈します。 
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 事務局より説明をお願いいたします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 議 案 第 ３ 号 、 生 産 緑 地 に 係 る 農 業 の 主 た

る従事者についての証明につきまして、６件御説明をさせてい

ただきます。 

 農地相続人の住所、氏名につきましては記載のとおりでござ

います。 

 ６件は、いずれも申出事由は死亡、証明内容は生産緑地法第

１０条の規定に基づく農業の主たる従事者となります。 

 まず、それでは略図１を御覧ください。こちらは土地の所在

は上砂町４丁目の２筆、面積は２２５㎡となります。 

 続きまして、略図２を御覧ください。こちらは土地の所在は

上砂町４丁目の５筆、面積は６２５㎡となります。 

 続いて、略図３を御覧ください。こちらの土地の所在は栄町

３丁目の３筆、面積は５，２７６㎡となります。 

 続きまして、略図４を御覧ください。こちらは土地の所在は

西砂町５丁目の３筆、面積は４，７４７．１５㎡となります。 

 続いて、略図５を御覧ください。こちらは土地の所在は西砂

町３丁目の２筆、面積は１，６００．１４㎡となります。 

 最後に、略図６を御覧ください。こちらの土地の所在は砂川

町４丁目の１筆、面積は１，２８３㎡となります。 

 議案第３号の説明につきましては以上となります。 

議長   ありがとうございました。 

 確認を担当された地区委員さんから補足説明をお願いします。 

 まず、１番と２番、森谷委員、お願いします。 

９ 番   補 足 す る こ と は あ り ま せ ん 。 別 に 問 題 は な い と 思 い ま す の

で。造園屋さんが主なので。この方は。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、３番、髙杉委員、お願いします。 

３ 番   こ の 方 は 随 分 高 齢 だ っ た ん で す け れ ど も 、 亡 く な る ま で 本

当にきれいに畑の隅々まで草を取って、本当にきれいな状態で
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した。問題ないと思います。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、４番、５番を岡部委員、お願いします。 

１ ７ 番  ま ず 、 ４ 番 の 方 は 、 息 子 さ ん が 主 に 、 か な り い ろ ん な 野 菜

を作っておりまして、大変きれいに耕作されておりました。特

に問題はございません。 

 ５番の方も息子さんが主に管理をしておりまして、小麦とか

サツマイモの跡の様子がうかがえました。やはりきれいに管理

されておりましたので、問題ないと思います。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、６番、清水委員、お願いします。 

１ ５ 番  こ ち ら の 畑 の ほ う も 季 節 の 野 菜 を 栽 培 し て い ま し た 。 主 に

は自家消費のほうなんですけれども、肥培管理も良好で、証明

書の発行には特に問題ないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 ただいま説明がありました件について何か御質問があったら

お願いしたいと思います。 

 田中委員、お願いします。 

１ ４ 番  す み ま せ ん 。 １ 番 と ２ 番 の 方 な ん で す け れ ど も 、 １ 番 の 方

は連名ですよね。２番の方は同じ名前ですけれども、単独で出

ていますが、何かこれは理由があるんですか。 

係長   お答えいたします。 

 １番目は２名で相続されるということになります。２番目は

１名で相続するということで、こちらのほうが分かれた申請と

なっております。 

１４番 分割協議書と同じということですね。 

係 長   こ ち ら の ほ う な ん で す が 、 も う 相 続 が 済 ん で お り ま す の で 、

登記を確認しながら進めさせていただきました。 

議長   よろしいでしょうか。 

 そのほか御質問ありますか。 
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   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い と 認 め 、 採 決 に 移 り ま す 。 議 案 第 ３

号、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願につ

いて、証明することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 証 明 す る こ と に

決します。 

 次に、議案第４号、立川市農地利用最適化推進委員の委嘱手

続に関する要綱の改正について、議題に呈します。 

 それでは、事務局、説明をお願いします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 議 案 第 ４ 号 、 立 川 市 農 地 利 用 最 適 化 推 進

委員の委嘱手続に関する要綱の改正について御説明いたします。 

 来年度、農業委員会の改選があり、新規に農業委員及び農地

利用最適化推進委員が選任されることとなります。 

 農業委員は、市長が市議会に議案提出をし、同意を得た上で

任命するものとなっております。また、農地利用最適化推進委

員は、新たに任命された農業委員が委嘱することで推進委員と

なる形になります。 

 今回提出する議案につきましては、その農地利用最適化推進

委員候補者を公募する際の手続や委嘱について定める要綱の一

部を改正するものとなります。 

 新旧対照表を御覧ください。条文で改正する箇所は第３条第

１項第１号となります。地区の農業者の代表として、農業者の

連名で推薦する様式について、その名称を改正するものとなり

ます。これまで括弧内の部分が個人推薦としておりましたが、

３号様式が主に個人の応募となりまして、それと誤ってしまう

方がいらっしゃるということがありましたので、ここの括弧の

中を農業者推薦と改正するものとなります。 

 また、評価基準の改正も検討しておりますので、それに合わ

せて各様式についても変更しております。様式の変更について

は網かけ部分が変更点となってまいります。 
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 そのほかの変更箇所については、農業委員と推進委員の推薦

書等につきまして、農業者の方は両方提出される方が大半とな

りますので、同じことを書くのが大変であるといった声をいた

だいておりました。このため、両方提出される場合には推進員

の記載箇所を名前及び住所のみでよいこととしております。 

 改正案の説明につきましては以上となります。 

 なお、先月行いましたＪＡ東京みどりの支部長の説明会にお

きましても、案ではございますが、こちらの様式変更について

御説明をさせていただいております。 

 農業委員の様式についても、基本的には推進委員とほぼ同様

となりますので、地区の方から記入の相談等ありましたら、ぜ

ひ御参考にしていただければと思います。 

 説明は以上となります。 

議長   ありがとうございました。 

 ただいま説明がありました件につきまして、何か御質問あっ

たらお願いします。 

 事務局、お願いします。 

係 長   た だ い ま の 第 ４ 号 議 案 で 、 様 式 に つ き ま し て 、 変 更 箇 所 に

つきまして網かけとさせていただいたんですが、印字の際にち

ゃんと出なかったようでして、改正箇所が様式上、ちょっと分

からない状態になっているかと思います。 

 説明させていただきますと、主に自署の場合、押印を省略す

ることができますというところを何か所か入れさせていただい

たもののほか……。まず、１号様式のほうで見ていただければ

と思うんですが、１号様式。１枚めくっていただきまして、３

ページ目ですかね。地域貢献などを今回追加させていただきま

した。今までなかったところなんですが、農業者の方たちの地

域貢献につきましても評価の対象を検討しておりますので、こ

の辺の様式の修正をさせていただいたものとなります。 

 ２号様式以降も、おおむね変更した箇所は同様の箇所となり

ますので、御確認いただければと思います。よろしくお願いい
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たします。 

議 長   た だ い ま 事 務 局 か ら あ っ た 説 明 に つ い て 、 御 質 問 が あ っ た

らお願いをいたします。 

 川野委員、お願いします。 

１ ６ 番  地 域 貢 献 の と こ ろ な ん で す け れ ど も 、 こ の ３ つ の み を 対 象

にするという形、考え方でいいんでしょうか。 

係長   現状、今のところ、こちらの３つを対象としております。 

１ ６ 番  地 域 に は い ろ い ろ と 団 体 が あ る と 思 う ん で す け れ ど も 、 例

えばＰＴＡとか、そういった形のものは今回は反映されないと

いう形でよろしいんですか。それか、その他で書く欄を設ける

か。 

係 長   今 回 は こ ち ら の ３ つ を 対 象 と さ せ て い た だ き ま す 。 よ ろ し

くお願いいたします。 

議長   そのほかありますか。よろしいですか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い と 認 め 、 採 決 に 移 り ま す 。 議 案 第 ４

号、立川市農地利用最適化推進委員の委嘱手続に関する要綱の

改正について、証明することに賛成の委員は挙手をお願いいた

します。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 証 明 す る こ と に

決します。 

 その他では何かありますか。 

局 長   そ の 他 の と こ ろ で 、 昨 年 の １ ２ 月 総 会 で 、 一 番 町 ３ 丁 目 の

３筆につきまして、公共工事による一時転用を行う。若干期間

を延長したところですかね。その農地につきまして農地法第５

条の届出がございました。工事が終了いたしまして原状回復を

されたことについて、先日の１２月４日に報告書の提出がござ

いました。また、地区委員にも現地を確認いただきまして、回

復されているということで確認が取れております。 

 その他の説明は以上でございます。 
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議長   あと、その他、ございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の審議予定はこれで終了でございます。次回

の農業委員会は、１月２７日（火）午後３時から、次は１０１

会議室で行います。 

 本日も慎重審議をしていただき、ありがとうございました。 

 

午後４時０１分 閉会  
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